亜臨界水試験機の使用に関連する　覚書（見本）
　清水商工会議所（以下甲という）としみず新産業開発振興機構の会員である〇〇会社（以下乙という）は、甲が静岡大学に設置した亜臨界水抽出試験機を利用して抽出試験を行うにあたり、下記の覚書を締結する。

１．地域における産業振興のために、清水商工会議所は研究費を拠出し、大学と地域企業の積極的連携を支援してゆく。この精神に則り相互信頼のもと以下の覚書を締結する。

２．甲は甲が静岡大学に設置した亜臨界水抽出試験機を乙が利用して自らの研究をおこなうこと　　について、乙がその目的の概要を甲に説明の上、別紙使用承諾書に従いこれを認める。

３．研究対象は、亜臨界水抽出に関連する抽出条件の把握、及び原材料や抽出物質の性状把握である。

４．本試験機の使用に関しては、乙は甲に使用料を支払う。使用料は下記表による。

	
	駿河湾地域新事業推進研究会会員
	しみず新産業開発振興機構

会員

	乙が大学に赴いて試験操作をおこなう場合
	5千円/日
	１万円/日

	上記の場合で大学担当者に試験操作を依頼する場合
	１万円/日
	２万円/日


　　
５． 本試験に要する消耗品類は乙の負担とする。詳細については、甲、乙及び担当大学で協議する。

６．本試験によって機器の損傷が生じた場合、乙はそれを弁済する。詳細については協議する。
７．乙が本試験に関わる原材料や抽出物の性状把握のため、その化学分析を大学に依頼したいと考える場合は、乙は甲にその意向を申し出て、甲は乙と共に大学と協議する。この場合の費用については乙が負担する。詳細については別途協議する。

８．本試験に関して乙は甲にその内容についての要約を甲に提出する。
９．甲は本試験に関する一切の情報を第三者に開示しない。

１０．本覚書に記載無き事項について問題ある場合は両者（或いは大学を含め）協議する。

本書二通に甲乙署名捺印し、各一通を保有する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　
